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１ 事業の概要 

（１）事業概要 

    ア 事業主体 

     国土交通省（関東地方整備局） 

    イ 事業名 

     霞ヶ浦導水事業 

    ウ 事業個所 

     水路延長：那珂導水路（那珂川～霞ヶ浦） 約 43ｋｍ 

     ：利根導水路（利根川～霞ヶ浦） 約 2.6ｋｍ 

 揚水機場：4 箇所 

エ 補助区分 

 水道水源開発施設整備費 

オ 工期 

昭和 51 年度～令和 12 年度 

カ 総事業費 

 全    体 ： 約 2,625 億円 

 水道局負担分 ： 約 144 億円 

キ 概要図 

那珂導水路（第 1 導水路）：茨城県水戸市渡里町地先の那珂川から同県石岡市 

三村干拓地先の霞ヶ浦高浜沖を経て、同県土浦市 

湖北地先の霞ヶ浦土浦沖に至る。 

利根導水路（第 2 導水路）：茨城県稲敷市結佐地先の利根川から同市上須田地 

先の霞ヶ浦麻生沖に至る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霞ヶ浦導水位置図 

那珂導水路 

利根導水路 



 - 3 - 

（２）事業目的 

霞ヶ浦導水事業は、那珂川下流部、霞ヶ浦及び利根川下流部を連絡する流況調整河川

を建設し、河川湖沼の水質浄化、既得用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進及び

特別水利使用者に対する都市用水の供給の確保を図り河川の流水の状況を改善するもの

である。 

 

（３）事業経緯 

昭和 45 年度  予備調査開始 

昭和 51 年度  実施計画調査開始 

昭和 59 年度  建設事業着手 

昭和 60 年７月 事業計画の策定 

   （事業費：約 1,600 億円） 

   （完成予定年度：S68） 

昭和 60 年度  厚生省国庫補助事業採択 

 昭和 63 年２月 水資源開発基本計画（第 4 次フルプラン）への位置付け 

 平成５年８月 事業計画の変更 

（事業費：約 1,600 億円→約 1,900 億円） 

（完成予定年度：S68（H５）→H12） 

 平成 13 年９月 事業計画の変更 

   （完成予定年度：H12→H22） 

 平成 14 年 10 月 事業計画の変更 

（茨城県上工水の減量） 

        （那珂導水路最大導水量：35m3/s → 15m3/s） 

平成 22 年９月 国がダム事業の検証に係る検討を開始 

平成 26 年８月 霞ヶ浦導水事業の継続決定 

平成 28 年３月 事業計画の変更 

（完成予定年度：H22→H35） 

         （２者撤退に伴う上水の減量） 

令和２年 12 月 事業計画の変更 

         （事業費：約 1,900 億円→約 2,395 億円） 

（完成予定年度：H35（R５）→R12） 

（２者撤退、２者減量に伴う上工水の減量） 

令和７年８月 事業計画の変更 

（事業費：約 2,395 億円→約 2,625 億円） 

 

２ 事業をめぐる社会経済情勢等 

２－１ 当該事業に係る水需給の動向等 

 東京都水道局は、23 区及び多摩地区 26 市町に水道水を供給しているほか、給水区域に含

まれていない武蔵野市、昭島市及び羽村市に対して暫定分水を行っている。 
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（１）人口の動向 

 「『未来の東京』戦略ビジョン：令和元年 12 月」（以下、「戦略ビジョン」）では、将来

の都の人口は、令和７年に 1,417 万人でピークを迎えたのち、減少へ転じることが見込

まれている。 

 また、23 区及び多摩 29 市町における計画給水人口は、戦略ビジョンで示された都の将

来人口を基に算出した結果、令和７年に、1,414 万人でピークを迎えた後、減少に転じる

見込みとなっている。 

（２）水道需要の見通し 

 戦略ビジョンで示された人口推計を踏まえ、今後 20 年間の水道需要を見通した結果、

計画一日最大配水量は、ピークとなる令和７年度におおむね 530 万ｍ３、令和 22 年度に

おおむね 515 万ｍ３となる可能性があると見通した。 

 

２－２ 水資源の状況等 

（１）日本の水資源の状況 

 日本は、多雨地帯であるアジアモンスーン地帯に位置しており、年平均降水量は、約

1,670ｍｍと世界（陸域）の年平均降水量の約 2.0 倍となっている。しかし、国土が狭く

人口が多いため、一人当たりの水資源賦存量（水資源として、理論上人間が最大限利用可

能な量であって、降水量から蒸発散量を引いたものに当該地域の面積を乗じて求めた値）

で見ると、世界平均である約 7,000 ㎥／人・年に対して、わが国は約 3,500 ㎥／人と２

分の１、関東では約 15 分の１と極めて少ない状況にある。 

 

世界の降水量と水資源賦存量 

 

  

また、日本の降水量は、地域的、季節的に偏りが見られる。太平洋側では梅雨、秋の長

雨、台風の時期に雨が多く、冬は雨が少ないこと等が、日本の気候の特徴である。 

  

（令和６年版 日本の水資源の現況をもとに水道局が作成） 
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降水量の季節的な偏り 

 

 

 

更に、日本の地形は急しゅんなため、河川は急こう配となっている。このため、河川

の水は極めて短時間で海に至る。 

このように日本における水資源は地理的、時間的に偏在しており、降水量の多い時期

に降った雨や雪を貯えて降水量の少ない時期に使用することが必要となり、ダム等が各

地に整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）東京都の水源を取り巻く状況 

ア）課題を抱える水源の存在 

 都の水道水源は、昭和 30 年代までは、主に多摩川水系に依存してきたが、その後、急

激な水道需要の増加に対応するため、利根川水系への依存度を高めてきた。現在、都が保

有する水源量は日量約 680 万ｍ３であるが、この中には、昭和 30 年代の慢性的な渇水時

の対策として、水源開発完了までの間、緊急かつ暫定的に許可を受けているものや、１年

毎の協定締結により分水を受け、締結中においても他県の水事情により減量されるなど、

課題を抱える水源が含まれている。 

また、現在、霞ヶ浦導水は施設が未完成であるため、渇水時など河川の流況が悪化した

際には、他の水源に先行して取水制限を受ける水源となっている。 

（気象庁ＨＰよりデータを収集し水道局が作成） 

 

（出典：国土交通省 HP） 

世界と日本の河川縦断こう配の比較 
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イ）利水安全度 

都の主要な水源である利根川・荒川水系の水資源開発は、５年に１回程度発生する規

模の渇水に対応することを目標（計画利水安全度 1/5）としており、10 年に１回を目標

としている淀川水系をはじめとした全国の主要水系や既往最大の渇水などを目標として

いる諸外国の主要都市と比べて、施設が完成しても渇水に対する安全度が低い計画と

なっている。 

 

ウ）渇水の発生状況 

利根川水系では、霞ヶ浦導水の暫定水利権を取得した昭和 60 年以降、10 回の取水制限

を伴う渇水が発生しており、そのうち東京都では７回給水制限を実施している。また、

八ッ場ダム完成により９ダム体制となった令和２年以降も、令和５年及び令和７年に取

水制限が検討される事態に至った。 

 

首都東京において、深刻な渇水がひとたび発生すれば都民生活や都市活動への影響は

甚大なものとなる。このため、平常時はもとより渇水時においても首都東京にふさわし

い安定給水を継続できるよう、霞ヶ浦導水を含めた水源の確保に努めている。 

 

（３）気候変動が水資源に与える影響 

ア）降水量について 

2025 年３月に文部科学省・気象庁が公表した「日本の気候変動 2025」によると、無降

水日（日降水量 1.0mm 未満）の年間日数は増加傾向にある。さらに、将来、気候変動の進

行により、関東甲信地方では、無降水日の年間日数が増加することが予測されており、渇

水リスクの増大が懸念される。 

 

 
無降水日の年間日数の経年変化（1901～2024 年） 

観測データの均質性が長期間継続している全国 51 地点における観測に基づく、日降水量が 1.0 mm 未

満の日数の変化。棒グラフ（緑）は各年の年間日数の合計を有効地点数の合計で割った値（１地点当た
りの年間日数）を示す。折れ線（青）は５年移動平均値を、直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平
均的な変化傾向）を示す。 

出典：「日本の気候変動 2025」（文部科学省、気象庁） 
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無降水日の年間日数の将来変化 

 

20 世紀末（1980～1999 年平均）と 21 世紀末（2076～2095 年平均）との差（将来変化量）を「将来

変化量±21 世紀末における年々変動の幅」で示し、信頼水準 90%で有意に増加（減少）する場合は青
字（赤字）としている。「--------」は、予測メンバー間で変化傾向が一致しないなど、信頼性が低いた
め予測結果として示していない。 

出典：「日本の気候変動 2025」（文部科学省、気象庁） 

 

イ）積雪量について 

将来、気候変動の進行により、大幅な積雪量の減少や融雪時期が早期化すれば、農業用

水の需要期に河川流量が減少するため、今まで以上にダムからの水の補給が必要となる。

また、早期に流出する融雪水は、ダムが満水状態に達すると、貯留されず、そのまま放流

（無効放流）される可能性がある。 

 

融雪時期の早期化による河川流量とダム貯留量の変化 

出典：「平成 23 年版日本の水資源」（国土交通省） 

 

（４）水質の変化等 

都の主要な水源である利根川・荒川水系の河川水は、利根川・荒川水系の取水施設か

ら朝霞浄水場や三郷浄水場等へ導水し、高度浄水処理を行っている。取水施設のある河
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川水質については、ここ数年、浄水処理や水道事業に影響を与えるようなこともなく、

大きな変化もない。 

 

２－３ 当該事業に係る水道事業者等の要望 

都は年に２回、各省庁に対する提案要求活動を実施しており、水源開発に関しては、

霞ヶ浦導水事業をはじめとする事業の促進等について要求している。当該事業に係る具

体的な要求内容は、一日も早く事業を完了させるとともに、徹底したコスト縮減を図り、

事業費の圧縮に努めることである。 

 

２－４ 関連事業との整合 

東京都水道局は、おおむね四半世紀先を見据え、水道事業全般にわたる施策の方向性

を示した「東京水道新世紀構想ＳＴＥＰ21」（平成９年５月）や「東京水道長期構想ＳＴ

ＥＰⅡ」（平成 18 年 11 月）、50 年、100 年先を見据えた施設の再構築に関する考え方を

まとめた「東京水道施設再構築基本構想」（平成 24 年３月）において、安定給水の実現

に向けて、水源の確保を目標として掲げてきた。さらに、都の水道の将来像と、その実

現に向けた取組の方向性や、2040 年代を視野におおむね 20 年間の事業運営全般に関す

る基本的な方針となる「東京水道長期戦略構想 2020」（令和２年７月）を策定した。 

これらの構想で示した考え方や、外部有識者で構成する東京都水道事業運営戦略検討

会議での議論などを踏まえて、具体的な取組と 10 年後の整備目標とその目標を達成す

るための具体的な取組を定めた「東京水道施設整備マスタープラン」（令和３年３月）を

策定し、水源の確保に向けた具体的取組を示した。 

また、５年間に取り組む施策の事業計画と財政計画を示した「東京水道経営プラン

2021」（令和３年３月）を公表し、安定給水に向けた今後の対応方針、主要な取組を明ら

かにした。 

以上の構想等において、霞ヶ浦導水を主な施策として掲げ、関連する様々な事業との

整合を図りながら整備を進めている。 

 

３ 採択後の事業の進捗状況 

３－１ 用地取得の見通し 

霞ヶ浦導水事業に必要な用地取得は既に 100％完了しているものの、区分地上権の権

利設定については、利根導水路は 100％完了、石岡トンネル区間では 100％完了、土浦ト

ンネル区間では０％となっており、一部の区分地上権の権利設定は残っている。 

 

３－２ 関連法手続等の見通し 

 霞ヶ浦導水事業は、昭和 60 年７月に河川法に基づく事業計画が策定され、昭和 63 年

２月には水資源開発基本計画（第４次フルプラン）に位置付けられ、現行計画であるリス

ク管理型の水資源開発基本計画（令和３年５月閣議決定、令和６年 12 月一部変更）にお

いても、引き続き、目標達成のために必要な施設として位置付けられている。なお、当局

への水利権は昭和 60 年５月以降、暫定水利権として継続的に許可されている。 
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３－３ 工事工程 

令和７年４月 15 日に開催された霞ヶ浦導水事業のコスト管理等に関する連絡協議会

で示された工事予定表では、令和 12 年度に完成する予定である。なお、石岡トンネルに

ついては令和８年度中の施設完成を予定しており、施設完成後には安定的な都市用水の

供給が可能となる見込みである。 

 

霞ヶ浦導水事業 年度別工事予定表（案） 

出典：霞ヶ浦導水事業のコスト管理等に関する連絡協議会(令和７年４月15日) 配布資料 

 

 

霞ヶ浦導水事業 進捗状況 

（出典：河川整備計画フォローアップ委員会（令和７年７月 28 日）資料） 
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４ 新技術の活用、コスト縮減及び代替案立案の可能性 

４－１ 新技術の活用、コスト縮減 

霞ヶ浦導水事業の新技術の活用及びコスト縮減については、これまでに、高浜樋管に

おける門柱レスの油圧リンク式ゲート及び操作室の採用や、トンネルの施工における長

距離急速施工シールドマシン工法、立坑の施工における自動化オープンケーソン工法等、

最新の土木技術を活用することにより、コスト縮減を図っている。 

また、国と関係都県等との間でコスト管理等に関する連絡協議会を設置し、コスト縮

減の達成状況に関する検証や、今後の事業実施に関するコスト縮減の方策について検討

を行っている。 

今後、維持管理計画の見直しに伴う関連設備の縮小等により、コスト縮減を図ること

としており、関係都県から更なるコスト縮減を国に要望している。 

引き続き、新たな技術の採用については、事業の進捗に伴う国土交通省の技術検討状

況を踏まえて意見交換していく。 

 

 

門柱レス式ゲート（出典：国土交通省関東地方整備局 HP） 

 

 
 

長距離急速施工シールドマシン工法 自動化オープンケーソン工法 

（出典：霞ヶ浦導水工事事務所 HP） 
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トンネル内インバートコンクリートの省略 台⾞に搭載したビデオカメラシステムによるトンネル点検の例 

維持管理計画の見直しに伴う関連設備の縮小（出典：国土交通省関東地方整備局 HP） 

 

４－２ 代替案立案の可能性 

都は、霞ヶ浦導水の事業で日量約 12 万ｍ３の水源を確保し、これに要する負担額は約

144 億円である。これに代わる水源確保の方法としては、直接的な方法として地下水利用

の増強、海水淡水化及び間接的な方法として漏水防止対策の強化が考えられる。 

しかし、次に示すとおり、いずれの方法も水源の安定性や水量の確保、コスト等の問題

で霞ヶ浦導水の事業の代替とすることは困難である。 

 

（１）地下水利用の増強 

 地下水の利用については、戦後の高度経済成長期に工場用水としての揚水が急増し、

それに伴い深刻な地盤沈下が引き起こされたが、その後、地下水揚水の規制や工業用水

道への代替等による効果が現れ、地下水位は回復傾向で推移してきた。しかし、東京都土

木技術支援・人材育成センターが毎年公表している「令和５年地盤沈下報告書」によれ

ば、揚水規制の効果による地下水位の上昇がほぼ頭打ちの状況にあることは明らかであ

り、揚水量が増大した場合、地域によっては、地盤沈下の進行が予想されるとしている。 

また、令和４年に都の環境局から公表された「持続可能な地下水の保全と利用に向け

て（地下水・地盤沈下検証結果報告書）」によれば、地盤沈下は沈静化、地下水位も回復

しているが、沈下した地盤は元に戻っておらず、ゼロメートル地帯の高潮対策など、課題

は残っているため、現行の揚水規制を継続しながら、地下水位の実態をより正確に把握

していくための科学的知見などのデータを収集、蓄積し、時間をかけて丁寧な検証に取

り組んでいくことが重要であるとしている。 

一方、トリクロロエチレン、1,4-ジオキサン、有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）

などが検出され、水質の面からも一部の井戸の使用を中止してきた経緯がある。 

地下水は、身近に利用できる水源として可能な限りの活用を図っていく考えではある

が、地盤沈下、水質の両面から、地下水は将来にわたる安定的な水源として位置付けるこ

とは困難であり、地下水利用を本事業の代替とすることはできない。 
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（２）海水淡水化 

東京湾は、後背地に大きな人口集積を有する閉鎖性海域であるため、湾内へ流入する

窒素・りん等の栄養塩が対入及び流入しやすく、慢性的な富栄養化が問題となっている。

これに伴い、赤潮や青潮等の発生による水質汚濁が確認されている。そのため、東京湾で

海水淡水化を実施する場合には、汚濁物質を除去する前処理や、微生物による膜ファウ

リングへの対策が必要となる。また、海面からの取水になるため、造水後の送配水に必要

となるエネルギーの面で極めて不利となる。 

また、費用について、海水淡水化施設を整備している沖縄県を事例に試算すると、日量

４万ｍ３の施設能力で約 347 億円の費用を要しており、当局の霞ヶ浦導水の開発水量であ

る日量 12 万ｍ３の施設能力に置き換えると、約 1,041 億円を要することになる。更に、

送配水施設の整備等の費用が加わるため、霞ヶ浦導水に係る事業費の水道局負担分（約

144 億円）をはるかに上回ることになる。 

このように、海水淡水化は様々な面で不利であり、代替することは適当でない。 

 

（３）漏水防止対策の強化 

都では、節水型都市づくりに向けて、経年管の計画的な更新などの漏水防止対策を推

進している。約 60 年前の昭和 30 年度は 20%、平成４年度でも 10.2％であった漏水率は、

漏水防水対策を積極的に進めた結果、平成 21 年度には約３％まで減少した。しかし、そ

れ以降は３％台を推移しており、これ以上、漏水率を大幅に減少させることは困難であ

る。 

したがって、漏水防止対策の強化で代替することは適当でない。 

 

５ 事業の費用対効果分析 

５－１ 事業により生み出される効果 

（１）過去の渇水状況 

東京は、約 1,400 万人の都民が生活するとともに、政治、経済、文化等の中枢機能が

集積する世界有数の大都市である。さらに、日本の首都であることから、各国の大使館が

立地しており、国際ビジネスや文化の交流拠点といった国際都市としての機能も有して

いる。 

このような大都市の機能を根底から支えているのは、水道、下水道、電気、ガス等の基

幹ライフラインであり、水道水の安定的な供給は、都民生活や都市活動を支えるうえで

欠くことのできないものとなっている。 

このため、平常時はもとより渇水時にも可能な限り給水を確保することは、水道事業

者の重要な責務である。 

かつて、昭和 39 年のオリンピック渇水時には、都民生活や都市活動も大きな影響を受

け、自衛隊への出動要請、米軍の応援等といった状況に至った。なかでも、８月 15 日か

ら 24 日にかけては、給水制限率 50％を目標に、貯水池系（小河内・村山・山口）60 万

世帯を対象に１日あたり 15 時間の給水制限を実施するなど、極めて厳しい対応を余儀な

くされた。都民の協力、８月 20 日の集中豪雨、荒川からの通水前倒しなどにより更なる

制限強化は回避された。 
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昭和 39 年の給水制限時の対応 

給水制限率 応急給水に関する都の対応 

35％ 応急給水車１日 60 台の出動 

45％ 自衛隊から１日最大 215 台の車両応援を受け、給水 

50％ 警視庁、米軍に応援を依頼し、給水 

 

また、利根川水系では、利根川上流ダム群が８ダム体制となった平成４年以降夏冬合

わせて８回の渇水が発生しており、都民生活や社会経済活動へ大きな影響を及ぼしてい

る。 

 

年度 
取水制限 最大制限率（％） 

期間 日数 取水制限 給水制限 

平成６ 7/22～9/19 60 30 15 

平成７ 1/12～3/27 76 10 (5) 

平成８ 
8/16～9/25 41 30 15 

2/1～3/25 53 10 － 

平成 13 8/10～8/27 18 10 (5) 

平成 24 9/11～10/3 23 10 － 

平成 25 7/25～9/18 57 10 － 

平成 28 6/16～9/2 79 10 (5) 

（注）給水制限率の（ ）は自主節水を表す。 

 

（参考）平成８年の給水制限時の対応 

給水制限率 都の対応 

５％ 自主節水の要請 

10％ 夜間帯（22 時～翌６時）における減圧給水 

15％ 
水道使用のピーク時を除く時間帯（13 時～17 時、22 時～翌
６時）における減圧給水 
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（２）給水制限による影響 

ア 都民生活への影響 

渇水初期の段階では、公園の噴水など公共施設の一部使用制限や多量使用者などへの

節水の要請が行われる。渇水が厳しくなり、給水制限が開始されると、公園の噴水などは

原則全面停止されるほか、高台を中心に水の出が悪くなるなどの影響がではじめる。 

その後、十分な降雨がないなど状況の改善が見込めず、給水制限が強化された場合、学

校のプールの利用が休止となり、飲料水や炊事用水のみならず、入浴、洗濯、洗面のほか、

トイレの使用などにも支障をきたし、都民生活への影響を及ぼしてしまう。 

トイレ、風呂及び洗浄用の水不足による衛生環境の悪化や生鮮食料品等の洗浄不足は、

感染症の流行を引き起こす懸念がある。また、医療機関での水不足により、手術・透析等

水を多く必要とする医療行為が制約を受けるほか、院内感染の発生の可能性がある。さら

に、常時の水圧を確保できないことにより、消防活動に支障を来す恐れもある。 

 

イ 社会経済活動への影響 

渇水初期の段階では、主に大規模事務所や多量使用者に対し、節水の要請が行われる。

給水制限が開始されると、水冷式冷房機器の設定温度の上昇や、レストランなどで飲食メ

ニューの変更、旅館・ホテル等において入浴時間の制限等を余儀なくされ、社会経済活動

へ影響を及ぼすこととなる。 

さらに給水制限が強化されると水冷式空調設備の停止をはじめ、工場の一部操業停止や

ホテルやレストラン等の集客施設での飲料水、炊事用水などの不足が顕在化するなど、社

会経済活動への影響は甚大なものとなる。 

その他、飲食業、医療業、クリーニング業などにおいては、事業の継続をも左右しかね

ない甚大な影響が出るものと考えられ、また、多くの従業員が働く事務所ビル等において

は、トイレ用水の不足も大きな問題となり、正常な事業活動を困難にするものと考える。 

このように、渇水は、首都機能及び国内外の社会経済活動に多大な影響を与え、都市機

能の低下をもたらし、国としての信頼性を低下させてしまう恐れがある。 

 

 ウ 渇水の回避 

都の水源の大部分を占める利根川・荒川水系は渇水に対する安全度が他水系より低く、

５年に１回の割合で発生する規模の渇水に対応する計画となっている。 

東京都水道局では、少なくとも他水系と同様に、10 年に１回の割合で発生する規模の

渇水に対応できるよう、ダム等による安定した水源の確保に努めるとともに、節水施策の

推進や水の有効利用など、安定給水に向けた総合的な取組を進めている。令和３年３月に

策定した「東京水道施設整備マスタープラン」では、確保した水源は、首都東京の安定給

水を継続するため、水道需要への対応はもとより、将来の気候変動による影響も踏まえ、

安定化を図るとともに、最大限活用するとしている。霞ヶ浦導水が完成することにより、

こうした渇水による被害を回避もしくは軽減することが可能となる。 
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５－２ 費用対効果分析 

（１） 費用便益比の算定方法 

  ア 分析にあたっては、厚生労働省発行の「水道事業の費用対効果分析マニュアル（平

成 23 年７月（平成 29 年月一部改訂））」に基づき算出 

  イ 便益（Ｂ）は、霞ヶ浦導水が完成し効果が発現されれば、回避もしくは軽減可能で

あった渇水被害額を計上 

ウ 費用（Ｃ）は、建設費や維持管理費等を計上 

エ 便益と費用は、年度毎に算出し、基準年度の価格に現在価値化を実施 

オ 上記より費用便益比（Ｂ／Ｃ）を算出 

 

（２）便益の算定 

ア 用途別（生活用水、業務営業用水、工場用水）の日当たり被害額に、過去と将来

の給水制限日数を乗じることで算出 

イ 過去の給水制限日数は、暫定水利権を取得した昭和 60 年から現在までに発生し

た渇水による給水制限日数を使用 

ウ 将来の給水制限日数は、現在から施設完成後 50 年後までの期間において、10 年

に１回発生する渇水を考慮した保有水源量と将来需要を比較し、給水制限日数を

算出 

エ 以上の給水制限日数を未完成の水源施設ごとの利水参画量に応じて比例配分し、

霞ヶ浦導水のみの効果と算定 

 

（３）費用の算定 

ア 事業費負担金（建設費）、維持管理費及び浄水処理等にかかる費用を計上 

イ 霞ヶ浦導水による開発水は、北千葉導水路を経なければ取水出来ないことから、

北千葉導水路に係る費用（建設費、維持管理費、更新費）の一部も計上 

 

５－３ 費用対効果 

（１）事業全体に対する費用対効果分析 

 渇水被害の回避を便益として、事業全体に対する費用便益比を以下の通り算定 

 

 霞ヶ浦導水 

便益（Ｂ） 約 5026 億円 

費用（Ｃ） 約 1234 億円 

Ｂ／Ｃ 4.07 
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（２）残事業に対する費用対効果分析 

残事業に対する費用便益比を以下のとおり算定 

 

 霞ヶ浦導水 

便益（Ｂ） 約 343 億円 

費用（Ｃ） 約 85 億円 

Ｂ／Ｃ 4.02 

 

６ 対応方針 

定性的評価及び費用対効果分析の結果から、現計画による整備は適切であると認められ

るため、継続する。 


